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流
通
高
は
千
九
西
十
四
年
六
月
ー
一
十
三

I

 

+
九
]-
{
十

九

年

九

月

三

十

日

ど

を

比

較

ず

る

に

‘.、
十

八 

:傲
馬
克
'1
6
,
1
1
百
九
十
八
嘗
克
に
增
加
し
、、
準
備
金
. 

.比

率

を

し

て

著

し

ぐ

:^
弱

な

る

狀

態

に

陷

ら
し
が
^

^

 

斯
ぐ
帝
國
銀
行
の
茶
礎
の5«
弱
ビ
爲
れ
る
に
.就
て
は
流

ざ
る
の
.事
實
k
徵
す
る
も
、其j

斑
を
知
る
を
得
ベ
し
。
. 

,$
1:
千
九
苗
十
四
年
八
月
四
日0
法

律

を

以

て

、
，
特

設

. 

:

せ
石
如
亿
る
貨
付
金
庫
證
券
も
亦
通
貨
流
通
の
狀
態
に 

影
響
を
及
ぼ
し̂

る
i

の
大
な
る
も
の
p
p o

即
ち
同 

金
庫
は
千
九
百
十
九
年
九
月
三
十
日
に
.於
て
、
二
百
十 

H
億
馬
克
‘の
證
券
を'發
行
し
た
る
が
、
此
內
の
九
十
億

. 

展
克
は
帝
福
銀
行
に
依
て
ヽ
保
有
せ
ら
れ
1
億
ー
|千
^
 

馬
克
は
他
&
目
的
に
供
用
せ
ら
れ
、
市
場
に
流
通
す
る 

も
の
.百
ニ
十
.一
1億

馬

克

を

.稱

せ

ら

れ

た

り

。

隨

て

，帝

® 

銀
行
と
貸
付
金
庫S
の
兩
者
k
依
て
發
行
せ
ら
れ.た
る
- 

紙

幣
.0
總
額
は
千
九
百
十
九
年
九
月
末
^
於
て
、
la
百

動
.公
債
の
增
加
し
た
る
事
實
ど
相
關
聯
す
る
所
の
も
の
一

1
..
+
億
馬
党
に
上
れ
る0

f

。
然
も
此
以
外̂
-政 

貧

。
蓋
し
帝
國銀
行
は
多
額
の
大
«
省

瞪

券

を

引

受:

府
紙
幣
は
.

戰
爭
中
に
於て
、
三
億
六
千
萬
埸
克
に
增
加 

け
ざ
る
可
か
ら
ざ.^

の
：
地

位

に

立

ち

'

現
じ
千
九
百
十
.

.
し

：

地

方

圓

體

.：

0.

發
行
し
た
る
.
事

變

馨

も

ぁ
_
る
.
を

以
.

:
H
、

全
體
.に
於
て
、
現
今
に
於
て
紙
幣
の
施
通
高
.は
四
は
多
く
投
機
取
引
の
自
的
物
代
供
せ
ら
れ
、
直
に
本
國 

百
三
+
億
塬
克
と
槪

#

す

る

，
を

得

：
べ

し

。

:;
,
;:
,

:

:

:

.

に
歸
來
す
可
し
ビ
思
は
れ
ず
、

'又
白
耳
！i、

0
0
0
C
. 

:;
斯
く
獨
逸
貨
幣
制
度
が
不
利
な
る
狀
態
伫
陷
れ
る
乙
在
る
分
は
確
定
公
債

•に
借
換
ふ
•る
を
得
ベ
し
。
双
に
» 

ミ
は
、：
帝
國
馬
宽
の-減
價
の
甚
だ
し
警

m

に
依
て
、

■
逸
貨
幣
制
度
の
整
理
は
單
に
發
行
せ
ら
れ
た
る
紙
幣
の 

之
を
知
る
を
得
べ'く
、
千
九
苜
十
九
年
，九
月
の
央
に
於

|

數
最
に
依
て
示
を
る
く
ょ
り
も
、
解
決
の
容
易
な
る
を 

て
は
、';
:

1

馬
克
の
金
貨
價
値
は
十
四

K

フ
チ
ニ
プ
ヒ
の
低
へ

' 
得
べ
く
殊
^
帝
國
.鈒
行
の
狀
態
は
流
動
公
債
の
：減
却
1: 

名
に
至
れ
り
。
紙
幣
の
流
通
高
©
太
な
る
に
至
れ
故
は
：

|

依
て
、
之
を
改
善
す
る
を
得
ベ
く
、
而
し
て
同
公
債
の 

.

.前
部
の
如
く
爲
る
が
、
上
記
紙
幣
の
二
部
分
が
諸
外
國

.

「

減
却
は
！HL

今
ft
畫
せ
ら
れ0

>

あ
る
財
產
に
對
す
る
徵 

，
に

輸

出

せ

ら

れ

、

^r

日
倚
ほ
鮮
國
に
存
す
る
の
事
實
を
•課
金
な
り
、
割
盾
金’付
公
債
の
發
行
な
合
に
依
て
、
之 

:記
せ
ざ
る
可
か
ら
免
。.:
即
ち
五
十
^

^
馬
龙
は
白
5
義

|

を
實
現
す
る
を
得
べ
き
道
理
な
b
e 

じ
、
四
十
億
馬
党
は
怫
蘭W
.に
あ
i
、
瑞
西
、
和
蘭、

：

‘

.
k

ス
ヵ
ン
デ
冲
ネ
グ
4
ァ
に
は
勿
論
、
西
挑
牙
、
南

北

亜

米■'

然
ら
ば
獨
逸
に
於
け
る1

般
財
政
は
如
何
な
る
.狀
態 

利
加
に
：出
で
た
る
も
の
を
合
計
す
れ
ば
、
十
五
億
^

克

Z
に
在
る
や
、
最
近
乃
數
字
に
據
て
、
經«.
と
败
入
ミ
を 

を
數
5
を
得
べ
し
ど
稱
せ
ら
る
。
：固
ょ6
獨

逸

紙

幣

の.

，
對

照

す

る
’

に
左
表
の
如
し
。(

單
位
は
十
億'
馬
克
な
り)

 

,

1
部
が
外
國
.の
手
に
在
る
之
ビ
は
必
ず
し
も
獨
逸
の
狀
' :
^

 

費

-

.

, 

坪
を
有
利
な
ら
し
む
る
も
のS

認
む
可
か
ら
ず
。
唯

今
.

減
偾
基
金
；

;

一
 

〇
、

日
の
狀
態
を
以
て
す
る
に>
 

外
國
R

於

け

る

獨

逸

紙

幣V

死

傷

救

濟

基

金
. 

四
、
三 

第
十
四
卷
：
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錄
獨
逸
戰
後
の
脉
政
經
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鞞
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叶
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卷
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iハ
し

菊

1
核

.
行

政

費

•

い
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、國
防
#
'
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1占
瓶
軍
維
持
兼
：,:::.ド

'.\ 

.

.官

斑

給

興
.
.
• 

聯
邦
州
幷
に
地
方
刚
體
要
求
ハ

:

合

:

計

:

肷

.

入
.

苹
和
末
年̂

於
け
る
i t

视
悅
人

令
:

c

-it* / > O  

A 四 五 £  H  f
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六
！」一

九
年4

於
け
る
新
秘
收A

• 

.
▼
,

.

.

.

.

.五
、
九

‘

帝
國
鈒
行
幷
に
贷
付
金
诹
ょ6
收

人

一

、
〇

■

取
引
說..

.

•■ ■• 

■

三
、
〇
:

':
. 

_

财
產
微
課
金
の
利
子
 

I

r

s

:

:

’
.
聯
邦
州
幷
に
地
方
刚
體
の
租
稅
收
入
士
 

j

、o .
,

」

聯

邦

州

所

得

耽

其

他.：

;:
三
、I, 
. 

■

::v「

秃

:

: 

ニ 

_

 
•
>

:

和
條
約
ょ
&
生
中
る
負
擔
に
就
て
は
、、
占
領
取
%

 

持
廣
の
外
、t

切
を
除
外
し
れ
名
に̂
••

は

ら

，
ず

、
倚

ほ

f t

費
に
，對
し̂

.、'

.收
、入
の
本
足
す
る
こビ
、
六
1:
9
克
こ 

及
ぶ
0
:計
篇
次
P
P
但
し
右
の
像
算
案
は
假
想g

k
«l 

成
せ
ら
れ
た
る
も
の
に

t

て
、
實
際
の
經
费
が
如
何
な 

•̂
金
紅
に
上
る
ゃ
、
叉
革
命
以
來
行
は
れ
つ
、
ぁ
る
資

. 

本
の
海
外
移
出
が
獨
逸
办
納
挪
ガ
に
か
ぎ
な
る

^
響
を
.
. 

及
ぼ
す
や
は
、.今
H
.
R於
て
之
を
判
斷
する
能
は
.すo 

:
A
r 

W
獨
邋
の
財
政
的
地
位
を
考

f
iず
る
に
就
て
、：
念
販 

に
磴
か
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
は
、
_
合
諸
國
、占
領
地
域
幷 

:
丨
中
立
諸
|1
に
1
し
て
、
，獨
£
0:
^
.ぺ
，る
債
^
な
6
。

i l
.

R

.

獨

，逸

力
.

戰

時
-±

耳

古

に.引
^

,

け

じ

：
め
.
た

5

々

] l
t

f
 

:
|證

券

の

如

き

、.*
'

一
 

年

を

期

限

と

し

て

r

金

貨

をh以
'f
c

. f 

還

す

可

き

も

の

な

6 '

が

、
ー
其
.
金
.
額
« ,

帝

國

鈒

，行

.琚

在

0 ,

丨' 

，
金

貨

準

備

を

超

過

ず

可

ぐ

、

.

.

一

方

に

土

坪

古

に

，
對

す

る

. 

»

逸

；
の

偾

權

は

_

和
條
約
に
依
：て
、.聯
合
.
諸
國

R:
^.
付 

せ
ら
れ
ざ
る
を#

ずQ

之
ビ
同
樣
の
偾
務
は
，獨
逸0
占 

領
し
た
る
諸
領
土
に.
流

通

す

，
る

紙

翁

に

關

し

て

も

鐵

生

.

す

可

く

、
-

例

：
へ
.

I

罄

.
が
_

齡

保

？

於

る

晷

金

X

:

庫

證

券

は

約

七

億

：六

：千

蒗

馬

克

に

達

じ

：
、
：
波

蘭

管

轄

中

，， 

k

發
行
し
た
る
金
庫
證
券
八
億
馬
克
も
額
面
を
以
て
、 

'

償
還
せ
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
も
の
忆
属
し
、
此
他
羅
馬
尼 

取
小
齋
西
亜
甶
瓦
義
佛
蘭
贿
に
：於
け
.
る

流

姐

高

.に

對

し 

V

•

も
、
同
樣
の
偾
務
：の
存
す
る
を
認
ひ
可
き
な
り
？

.

:

'
:
'■;
.:'
:
四
：
。

獨
速
の
經
濟
辦
情
を
知
ら
ん
ミ
す
る
に
は
_
|1
1

|*
'

約 

に
依
て
、
同
國
に

I
I

せ
&
.れ
た
6'
財
政
.上
.の
義
務
^:
考( 

，量

せ

ぎ

る

可

か

ら

ず

。

「

.；
同

國

が

千

：九

莨

1
|十
一
，
年

五

月
- 

ま

で
. に
.
、

 1 
一
百
億
馬
克
0
,
金

貨

を

拂

渡

す

の

義

務

を

負 

へ
る
は
：：、
世
人
の
知
冬
所
な
^

^
但
し
獨
逸
は
休
戰
條
，
 

約
の
親
定
に
據
り
、
珊
合
諸
國
に
.交
付
し
た
る
物
賢
幷 

に
！！

和

條

‘
約

の

规

窟

に

；

據

り

、
從

事

し

た

る

，復

舊

工

事 

等
：の
價
格
を
右
の
金
額
よ
ら
控
¥

る

を

得

.
ベ
し
ビ
雖 

i

埤
の
外
に
四
百
億
馬
克
の
金
貨
拂
無
記
名
債
券
を 

聯

合

諧

國

に

交

忖

す

る

，の

*
務
を
負
び
？
而
し
て
此
廣

； 

.鋒

は

中

：九
百
ニ
十
一
年
よ
り
同
一
一
十
六
年
ま
で
.一
一
分
五

厘
利
#
に
し
て
、
同
年
以

.後
五
分
利
付
と
爲
る
筇
し
。 

M
に
賠
償
委
員
會
が.獨
逸
に1
兀
利
余
支
狒
の
實
カ
ぁ
り 

>

認
め
た
る
と
き
化
は
、
_
:第
マ
--
*次
の
#
貨
拂
偾
券
g

w 

«
馮
克
を
支
拂.ぅ
の
義
務
を
負
び
、
白
耳
義
に
對
し
て 

も
耳
億
馬
克
の
支
拂
を
爲
す
可
き
.飞
の
ビ
す
メ__
.
方

 ̂

_
逸
，は
，聯

合

諸

國

歌

對

し

ヽ

何

等

の

代

偾

を

得

中

し

で

：
、 

.多
量
の
.物
資
を
：交ft
ず
る

の
義
務
を
有
し
經̂

^
の
*
 

.カ
幷
.に
納
稅
ガ
は.農
工
業
の
存
茌
す
る
領
土
，の
割
讓
に 

依
て
、
著
し
く
減
撮
し̂
る
際
に
'以
上
の
負
#
を
加
へ 

ら
.れ
て
、
果
し
て
經
濟
上
の
：存
立
.を

全

ぅ

す

る

^

#

る 

や

否

や

1

個

，の

問

題

ヒ

せ

，
ざ

る

可

か

：
ら

ず

。

五
'
.
' 

.

• !

い：

獨
逸
は
戰
锖
の
馮
め'^
，
.其

人

口

.に

著

し

き

損

傷

を 

蒙

れ

：ち

AJ

雖
.も
：、

何

ほ

：戰

時

幷

に

，革

命

を

®

-b
史

、

國 

運

の
*
敗

を

見

る

：
に

至

ら

.ざ
‘

唯
從
來
勸
勞
%
好 

■む
を
以
て
、
聞
へ
た
る
獨
逸
人
が
勸
勞
を
厭
ぅ

1
至
れ 

る
の
點
忙
就
て
、
：
將
來
釔
節
鎌
す
：名
奢

|

校
#
^
ぞ

。#

十
四
潘

.
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六九
^

)

雜

錄

.
■'
'獨
逸

&
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鱗
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五

年

間

を

通

じ

ヤ

_食

物

不

足

の

爲

め

妃

國

民

を 

~

し

て

營

養

不&
の
狀
德
に
陷
ら
し
め
た
る
こ

^
を
考
ふ
. 

るv

 

♦き
は
勤
勞
に
對
し
：て
嫌
厭
の
念
あ
.る
が
如
き
亦a 

む
^
得
ぎ
る
所
な>
ビ
.す
可
き
か
0
而
し
て
勞
働
者
中 

:
:智
盧
：あ
る*
は
短
小
な
る
勞
働
時
間

^
於
て
、
時
間
擎
，ー
 

銀
を
受
取
る
を
以
て
、
;:
.自
：已
に
不
利
を
齎
す
も
の
な
り

\ 

ビ
k

出
來
高
賃
銀
制
の
浚
興
を
：希
®
じ

て

、
，
已

ま

ざ 

る
次
第
な
る
を
以
て
、
へ
此
制
度
は
遠
が
：ら
ず
、
實
現

せ

：

I 

ら
れ
て
、.生

產

の

增

加

に

，資

す

る

に

至

る

可

し

。
：今

3

 

- \ 

.石

炭
0
產

額

不

足

は
».
;

逸

產

業

の

恢

復
.を
妨
害
す
る
の

；
|

1

.原
因
た
ら
ざ
る̂
得
ず
0 

:
從
來
獨
_
石
炭
產
额
の
七

|

 

割
を
占
め
た
る
ザ

f
ル
地
方
は
最
早
や
»
^
の
用
を
爲 

さ

ず

、
而
し
て
シ
レ
ネ
ァ
地
方

^
於
て
は
、
頻
繁
な
る

‘ 

I, 

同
盟
罷
業
あ
り
た
る
の
外
勞
働
時
間
が
七
時
間
竿
に
減
，
 

縮
せ
ら
れ
、
■■
#
虜
勞
役
の
廢
棄
せ
ら
れ
た
る
が
如
き
、
 

何
れ
も
右
炭
產
出
额
の
減
少
ト
招
洽
た
る
原
因
な
ら
ざ 

る
は
な
し
。
故
に
千
九
首
十
九
牟
上
半

^ '

の
鹿
額
は
前

.一
す
可
く
、

一

 

方
に̂

^

品
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狻
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狀
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